
 
黒石市児童扶養手当に関する状況調査票(新規・転入用) 

 

 

児童扶養手当の申請にあたり、あなたの生活状況の面から受給資格の有無について審査をしますので、下

記についてお答えください。受給資格がないまま受給した場合は、その期間の手当を全額返金していただき

ます。（児童扶養手当は、法律上離婚されていても、事実生活上、別々でない場合は申請できません。） 

               

 記入日  年  月  日     申請者氏名                                                                 

 

 

１ 生計維持方法について伺います。 

◎現在、働いていますか。 

□働いている 

□就職先が決まって、働く予定である（いつから          ） 

□働いていない 

   ⇒働いていない場合、生活費はどうなさっていますか。【複数選択可】 

□同居家族の収入等   □同居していない両親・兄弟姉妹    

□児童の父、又は母からの養育費等 □児童扶養手当  □失業保険 

□預貯金  □生活保護  □その他（                    ） 

   ※同居していない扶養義務者からの援助がある場合は、別に居住していても同一生計とみなされます。 

   ◆扶養義務者とは．．．受給者からみた続柄が父母・兄弟姉妹・祖父母・曽祖父母・子・孫・曽孫にあ 

たる方です。 

 

２ 生計同一の有無について伺います。 

（1）居住等の状況について 

◎今、住んでいる住宅は、次のうちどちらですか。 

   □借 家  ⇒賃貸契約の名義人は誰ですか。（氏名：      申請者から見た続柄：  ）  

家賃（       円） 

□持ち家 ⇒所有者は誰ですか。（氏名：        申請者から見た続柄：     ） 

   ※賃貸契約の名義人や持ち家の所有者があなたの扶養義務者であり、あなたが扶養義務者へ家賃を支

払っていない場合は、別に居住していても同一生計とみなされます。 

    扶養義務者に家賃を支払っている場合は、契約書がある場合はその写しと支払っていることがわか

る書類の提出が必要になります。 

   

（2）公共料金の支払について 

  ◎支払いをしているのは次のうちどなたですか。 

   □自分  □同居家族（     ）   □同居していない両親・兄弟姉妹    

□その他（                    ） 

※同居していない扶養義務者が公共料金を支払っている場合は、別に居住していても同一生計とみな

されます。 

  

（3）健康保険証について 

□社会保険   □自分  □同居家族の扶養   □同居していない家族の扶養（     ） 

   □国民健康保険 （世主：       ） 

※同居していない扶養義務の扶養になっている場合は、別に居住していても同一生計とみなされま

す。 

 

（４）税法上、誰かの扶養になっていますか。 

   □なっている（       ）   

   □なっていない 

   ※扶養義務者の税法上の扶養になっている場合は、別に居住していても同一生計とみなされます。 

 

 



 

 

3 同居者の状況について伺います。 

◎現在、あなたと子供以外に一緒に住んでいる人はいますか。 

（世帯分離していても同住所の場合は同居とみなします） 

□いない   □父 親   □母 親   □兄   □弟   □姉   □妹   □ 祖父母 

□その他（申請者から見た続柄：                         ） 

 

4 児童の父の状況について伺います。（申請者が父の場合は母に読み替えてください） 

  ◎児童の父（養父含む）の住民票上の住所はどちらですか 

（                          ） 

◎実際に住んでいるところはどちらですか。 

 □住民票と同じ  □住民票と別 （                      ） 

 ◎交流はどの程度ありますか。（事実婚の確認） 

   □ない  □ある 

         □父の来訪（週・月   回、泊まり：週・月   回） 

         □母と子が父方へ訪問（週・月   回、泊まり：週・月   回） 

         □母が父方へ訪問（週・月  回、泊まり：週・月  回） 

         □子が父方へ訪問（週・月  回、泊まり：週・月  回） 

  ◎生計の補助（養育費等）はありますか 

   □ない  □ある（具体的に…                             ） 

   ※申請者と児童の父の住所が住民票上同一の場合は、手当の該当にはなりません。 

 

5 他法における対象児童の扶養状況について伺います。 

 ◎健康保険について、対象児童は誰の扶養になっていますか。 

  □母（前妻） □父（前夫） □父方祖父母 □母方祖父母 □その他（続柄：       ） 

 ◎所得税について（前年）、対象児童は誰の扶養になっていますか。 

  □母（前妻） □父（前夫） □父方祖父母 □母方祖父母 □その他（続柄：       ） 

  ◎所得税について 

あなたの前年中の扶養親族のうち平成 17 年 1 月 2 日～平成 20 年 1 月 1 日生まれの方について記

入してください。 

名前 続柄 生年月日 住所（住民票の住所が別の場合は記入してください） 

  Ｈ . .  

  Ｈ . .  

 

 

6 黒石市への転入の理由 

 ◎転入の理由は（                                       ） 


